
海上自衛隊訓令第８号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第３２条の規定に基づき、警備所

の編制に関する訓令を次のように定める。

昭和４２年９月３０日

防衛庁長官 増 田 甲子七

警備所の編制に関する訓令
（任務）

第１条 警備所は、沿岸水域、港湾及び水路の安全確保に関する情報業務を行うこ

とを任務とする。

（所長）

第２条 警備所の長は、警備所長とする。

２ 警備所長は、基地隊司令又は防備隊司令の命を受け、警備所の所務を統括する。

（支所）

第３条 警備所に、支所を置くことができる。

（分隊）

第４条 警備所長は、警備所の隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等の

ため、分隊１以上を編成することができる。

（委任規定）

第５条 この訓令に定めるもののほか、警備所の内部組織に関し必要な事項は、海

上幕僚長が定める。

附 則（抄）

１ この訓令は、昭和４２年１０月１日から施行する。

２ 監視隊の編制に関する訓令（昭和３５年海上自衛隊訓令第１３号）は、廃止す

る。

附 則（昭和４３年３月１４日海上自衛隊訓令第３号基地隊の編制に関する

訓令等の一部を改正する訓令第１２条）（抄）

この訓令は、昭和４３年３月１６日から施行する。

附 則（昭和４５年３月２日海上自衛隊訓令第６号）

この訓令は、昭和４５年３月２日から施行する。

附 則（昭和４９年９月２６日海上自衛隊訓令第４１号基地隊の編制に関す

る訓令等の一部を改正する訓令第５条）

この訓令は、昭和４９年９月３０日から施行する。

附 則（昭和６２年６月２９日海上自衛隊訓令第２８号）

この訓令は、昭和６２年７月１日から施行する。



附 則（平成２４年３月２３日防衛省訓令第１０号防衛省職員給与細則等の

一部を改正する訓令第６条）

この訓令は、平成２４年３月２６日から施行する。


